
●
電
話
加
入
権
を
公
売
し
ま
す

　

と
き
＝
1
月　

日　

時　

と
こ
ろ
＝
市

28

10

役
所
3
階
理
事
者
控
室

●
軽
自
動
車
税
は
4
月
1
日
現
在
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
ま
す

　

持
ち
主
の
変
更
、
廃
車
、
盗
難
に
遭
っ

た
な
ど
の
場
合
は
、
3
月　

日
ま
で
に
手

31

続
き
を　

手
続
き
、
お
尋
ね
＝
百
二
十
五

�
以
下
の
バ
イ
ク
と
小
型
特
殊
車
�
市
役

所
資
産
税
課
、
二
輪
の
小
型
自
動
車
�
佐

世
保
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
（
�
�
8

0
4
8
）、
軽
二
・
三
・
四
輪
�
軽
自
動
車

協
会（
�
�
1
3
8
5
）　

※
自
賠
責
保
険

（
共
済
）
に
は
必
ず
ご
加
入
を
。

●
償
却
資
産
の
申
告
を

　

対
象
＝
平
成　

年
1
月
1
日
現
在
、
市

17

内
で
事
業
を
営
む
償
却
資
産
の
所
有
者　

固
定
資
産
の
対
象
に
な
る
償
却
資
産
の
範

囲
＝
土
地
・
家
屋
以
外
で
事
業
に
使
用
し

て
い
る
構
築
物
、
機
械
装
置
、
器
具
、
備

品
、
船
舶
な
ど
耐
用
年
数
1
年
以
上
、
取

得
価
格　

万
円
以
上
の
物
（　

万
円
未
満

10

10

の
物
で
も
固
定
資
産
と
し
て
計
上
し
、
減

価
償
却
額
が
所
得
の
計
算
上
、
損
金
か
必

要
な
経
費
に
算
入
さ
れ
る
物
は
該
当
し
ま

す
）　

※
取
得
価
格　

万
円
未
満
の
償
却

20

資
産
で
、
事
業
年
度
ご
と
に
一
括
し
て
3

年
間
で
償
却
す
る
物
は
対
象
外　

申
告
期

限
＝
1
月　

日　

申
告
先
＝
同
課

31

●
市
の
物
品
納
入
、
清
掃
業
務
、
警
備
業

務
の
指
定
業
者
の
登
録
を
受
け
付
け

　

対
象
＝
平
成　

・　

年
度
に
市
役
所
、

17

18

市
立
小
・
中
学
校
、
総
合
病
院
、
水
道
局
、

交
通
局
等
へ
物
品
な
ど
を
納
入
す
る
指
定

業
者
と
清
掃
業
務
、
警
備
業
務
の
指
定
業

者
（
市
町
村
合
併
に
伴
い
吉
井
町
・
世
知

原
町
と
取
り
引
き
が
あ
る
業
者
も
登
録
が

必
要
）　

主
な
資
格
要
件
＝
創
業
ま
た
は

法
人
設
立
か
ら
1
年
を
経
過
し
、
市
税
、

国
民
健
康
保
険
税
、
消
費
税
、
地
方
消
費

税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と　

受
付
期
間

＝
1
月　

日
〜
2
月　

日　

※
申
請
書
は

14

14

同
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
建
設
工
事
な
ど
の
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
を
随
時
受
け
付
け
ま
す

　

対
象
＝
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
や
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
な
ど
の

競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
業
者　

※
既
に　

・　

年
度
の
登
録
を
し
て
い
る

16

17

業
者
は
除
き
ま
す
が
、
工
種
の
追
加
が
あ

る
場
合
は
変
更
届
け
が
必
要
で
す　

受
付

期
間
＝
毎
月
第
2
月
〜
金
曜
8
時　

分
〜

30

　

時
、　

時
〜　

時　

分
（
祝
日
を
除
く
）

12

13

17

15

受
け
付
け
＝
同
課

●
す
べ
て
の
自
動
車
は
リ
サ
イ
ク
ル
料
金

が
必
要
に
な
り
ま
す

　

1
月
か
ら
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
が
本

格
施
行
さ
れ
、
す
べ
て
の
自
動
車
は
リ
サ

イ
ク
ル
料
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
▼
現
在

所
有
の
車
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
納
め

て
い
な
い
と
車
検
や
廃
車
が
で
き
ま
せ
ん

▼
支
払
い
は
、
車
検
を
行
う
整
備
工
場
や

廃
車
の
引
取
業
者
（
市
の
登
録
業
者
）
が

代
行
し
ま
す
▼
新
車
購
入
の
場
合
は
、
リ

サ
イ
ク
ル
料
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
▼
中
古
車
売
買
の
際
は
、
リ
サ
イ
ク

ル
券
も
一
緒
に
売
買
し
て
く
だ
さ
い

※
使
用
済
み
自
動
車
の
引
き
取
り
、
フ
ロ

ン
回
収
、
解
体
（
部
品
取
り
も
含
む
）、
破

砕
を
行
う
使
用
済
自
動
車
関
連
事
業
者
は
、

市
長
の
登
録
ま
た
は
許
可
が
必
要
で
す
。

●
不
法
投
棄
等
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

　

ご
み
の
不
法
投
棄
、
不
適
正
な
ご
み
の

排
出
な
ど
を
防
止
す
る
た
め
、
夜
間
・
早

朝
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
へ
ご
み
を
出
す
と
き
は
ル
ー

ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
「
農
林
業
の
国
勢
調
査
」と
も
い
わ
れ
る

調
査
で
、
調
査
結
果
は
農
林
業
政
策
に
活

用
さ
れ
ま
す
。
調
査
は
、
2
月
1
日
現
在

で
実
施
さ
れ
ま
す
。
1
月
中
旬
か
ら
農
林

業
を
営
む
皆
さ
ん
へ
調
査
員
が
訪
問
し
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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さ
ま
ざ
ま
な
人
権

H
I
V
感
染
者
な
ど

H
I
V
（
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
）

や
ハ
ン
セ
ン
病
な
ど
の
感
染
症
に
対
す
る
知
識
や
理
解
の
不
足
に
よ
り
、
感
染
者
に
対
す

る
就
職
時
の
差
別
や
報
道
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
偏
見
や
差
別
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が
感
染
症
に

つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。　　
　

■
お
尋
ね　

市
役
所
人
権
啓
発
課

　
■
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
�
�
0
6
6
0
）

　
■
市
役
所
企
画
調
整
課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
役
所
契
約
課

新潟県中越地震災害義援金への
ご協力ありがとうございました

　市で10月28日から11月30日まで実施し
た新潟県中越地震災害義援金の募集には、
4,463,847円が寄せられました。
　この義援金は、被災地復興の一助とし
て役立てていただくよう、市が責任を
持って新潟県へお届けしました。

【お尋ね】市役所地域振興課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
市
役
所
契
約
課

　
■
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
�
�
0
6
6
0
）

●
休
日
の
可
燃
ご
み
収
集

　

1
月　

日（
成
人
の
日
）＝
収
集
し
ま
す

10

●
1
月

日
は
「
一
一
〇
番
の
日
」

10

　

一
一
〇
番
は
、
緊
急
の
事
件
・
事
故
を

受
け
付
け
る
電
話
番
号
で
す
。
県
内
か
ら

電
話
す
る
と
、
す
べ
て
県
警
察
本
部
通
信

司
令
室
に
つ
な
が
り
ま
す
。
緊
急
を
要
し

な
い
お
問
い
合
わ
せ
や
ご
相
談
は
、
最
寄

り
の
警
察
署
へ
ど
う
ぞ
。

●
女
性
の
悩
み
ご
と
相
談
所
、
県
下
一
斉

子
ど
も
の
人
権
相
談
所
が
開
設

　

と
き
＝
1
月　

日　

〜　

時　

と
こ
ろ

22

10

16

＝
日
宇
地
区
公
民
館　

相
談
内
容
＝
夫
や

パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
職
場
な
ど
で

の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス

ト
ー
カ
ー
問
題
、
子
ど
も
に
関
す
る
い
じ

め
や
児
童
虐
待
の
問
題
な
ど　

※
相
談
無

料
、
秘
密
厳
守
。
人
権
擁
護
委
員
が
ご
相

談
に
応
じ
ま
す
。

●

歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20

　

国
内
に
住
所
が
あ
る　

歳
以
上　

歳
未

20

60

満
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す　

手
続
き
＝　

歳
の
誕
生
日
の
前
日

20

か
ら
2
週
間
以
内
に
市
役
所
戸
籍
住
民
課

か
各
支
所
で
（
厚
生
年
金
、
共
済
年
金
な

ど
に
加
入
の
場
合
は
不
要
）　

※
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
の
免

除
制
度
や
、
学
生
の
納
付
特
例
制
度
が
あ

り
ま
す
。

●
国
保
の
変
更
届
け
は
2
週
間
以
内
に

　

転
入
、
転
出
、
健
康
保
険
の
種
類
や
記

載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
、
世
帯
主
が

戸
籍
住
民
課
か
各
支
所
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し

て
も
、
国
保
を
や
め
る
手
続
き
を
し
て
い

な
い
と
、
保
険
税
を
二
重
に
支
払
う
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が

遅
れ
る
と
、
最
高
3
年
前
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
国
保
税
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
　
　
　
　

●
退
職
者
医
療
制
度

　

条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
会
社
な
ど
を
退

職
し
て
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た
人
が
、

　

歳
に
な
る
ま
で
こ
の
制
度
で
医
療
を
受

75け
る
こ
と
に
な
り
ま
す　

患
者
の
費
用
負

担
＝
本
人
、
被
扶
養
者
（
家
族
）
と
も
通

院
、
入
院
に
か
か
わ
ら
ず
3
割
（　

〜　
70

74

歳
は
1
割
ま
た
は
2
割
）

●
1
月
は
市
県
民
税
第
4
期
分
、
国
民
健

康
保
険
税
第
8
期
分
の
納
付
月
で
す

　

納
め
忘
れ
が
な
く
便
利
な
口
座
振
替
や

納
税
組
合
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
事
業
主
の
皆
さ
ん
、
給
与
支
払
報
告
書

の
提
出
を

　

平
成　

年
中
に
給
与
・
賃
金
な
ど（
パ
ー

16

ト
タ
イ
マ
ー
、
中
途
退
職
者
の
分
を
含

む
）
を
支
払
っ
た
法
人
や
個
人
事
業
主
は
、

賃
金
台
帳
な
ど
を
整
理
し
年
末
調
整
が
済

ん
だ
ら
、
給
与
支
払
報
告
書
（
個
人
別
明

細
書
）
2
部
（
フ
リ
ガ
ナ
、
生
年
月
日
の

記
入
が
必
要
）
と
総
括
表
1
部
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。　

※
平
成　

年
1
月
1
日

17

現
在
で
市
外
在
住
の
従
業
員
の
分
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
市
町
村
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

提
出
期
限
＝
1
月　

日　

提
出
先
＝
同
課

31

●１４ 

　
■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所
（
�
�
1
1  

    
4
8
）、
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
ク
リ
ー
ン
推
進
課
（
�
�
0
6
6
1
）

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所

　
■
市
役
所
市
民
税
課

　
■
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
4
8
5
0
）

　
■
最
寄
り
の
警
察
署

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所

融資を 騙 った詐欺にご注意ください
かた

　「200万円融資可能」というダイレクトメー
ル（勧誘の手紙）が届いたので電話で申し
込んだら、「あなたの支払能力を確かめたい
ので10万円入金してください」などと言われ
入金すると、その後も保証金や手数料など
を次々に請求され、結局、融資は実行され
ないという事例が発生しています。

　簡単な電話審査だけでお金を貸すという
のは、ヤミ金融（無届けの業者）の手口で
すのでご注意ください。
　このような被害に遭ったら、最寄りの警
察署または県貸金業協会（�095-824-
2215）へご相談ください。
　【お尋ね】市消費生活センター
　　　　　　　　　　（�22-2591）


